
令和８年１月 13日  

 

 報道機関各位 

 

青森県総務部広報広聴課長  

 

令和７年度公益通報者保護法の改正内容に関する説明会を開催します 

 

公益通報者保護法は、勤め先の法令違反を通報した労働者等を不利益な取り扱いから保護し、国民

の利益の保護に関わる法令の順守を図ることを目的とした法律で、令和７年６月に一部改正され、今

年 12月１日に施行されることとなっています。 

このたび、今回の法改正内容をはじめとする、公益通報者保護制度についての説明会を開催します

ので、当日の取材方よろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 日  時 令和８年１月 16日（金）14時 00分～15時 30分 

 

２ 場  所 アピオあおもり ２階 イベントホール（青森市中央３丁目 17-1） 

 

３ 対  象 経営者、労働者、地方自治体職員ほか 

 

４ 内  容 （１）公益通報者保護法の概要（令和７年６月改正内容を含む） 

       （２）事業者における内部通報制度の導入 

        （３）参考論点①（企業不祥事から見る内部通報制度の留意点） 

        （４）参考論点②（外部通報（いわゆる２号通報）の概要） 

 

５ 講  師 消費者庁 参事官（公益通報・協働担当）付 

       政策企画専門官 岩田 朋子 氏 

 

６ そ の 他  

（１）取材の際は、腕章等の着用をお願いいたします。 

（２）説明会の詳細は県庁ホームページ及び別添チラシを御覧ください。 
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